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3.　表外漢字字体表
3.1　表外漢字字体表で印刷標準字体が示される

1990年代のパソコンの急速な普及によるによる符号化漢字の混乱

と不足という事態に対して、政府は早急な対策を迫られていた。そのた

めに1996年から審議が始まった「表外漢字の字体の問題」は、1998年

に「表外漢字字体表試案」として国語審議会から報告され、2000年12

月に「表外漢字字体表」として答申された（ただし、なぜか告示には至ら

なかった）。またひと足早く同2000年1月には、「JIS X 0213」が制定さ

れ、第3水準・第4水準に3685字が追加されていた。

また、注意してほしいことは、「表外漢字字体表」は「常用漢字表」の

漢字を増やすのではなく、あくまで表外漢字の字体の基準を定めたも

のだということである。「表外漢字字体表」はその字体を「印刷標準字

体」と呼称するように、筆写字体の手本として利用されるべきではなく、

あくまで印刷字体の規範として用いられるべきものだとされている。

「表外漢字字体表」では具体的に1022字の「印刷標準字体」（その内

の22字には簡易慣用字体も示された）が発表された（図6）11）。また、

「印刷標準字体」には「康熙字典体」を基本とするされたが（1.3でふれ

た発言が半世紀後に現実となった）、実際には『康熙字典』がそのまま

唯一のソースとされたのではなく、「康熙字典体」を含む『明朝体活字

字形一覧（上・下）』（上下2分冊セットで725頁）という資料が文化庁

でまとめられ、字体検討の実際の参考に供された。この一覧リストは

1820年から1946年の120年余にわたって使用された活字字体23種（＋

参考字体2種）についてそれぞれ11,735字種を集めた活字見本リスト

である（図7）。

3.2　日本新聞協会の要望（3部首許容）
1.3で触れた表外字の「拡張新字体」については、実は各新聞社に

図6　
表外漢字字体表の
一部

図7　「明朝体活字字形一覧」の一部

よって拡張の基準は大きく3タイプに分かれていたという。

1　常用漢字の簡略化の方法をそのまま表外字に適用する。

2　表外字には原則としていわゆる康熙字典体を適用する。

3　JIS漢字と同様に、第1水準に常用漢字型、第2水準に康熙字典体を適用する12）。

実際にはそれぞれの漢字によってこれらの原則が入り交じったりしたわけで、ある特定の漢字ファミリーをすべて同様の字体にまとめること

のできないのが、漢字問題の難しいところである。「表外漢字字体表」を審議する過程でも「⻌・しんにゅう、礻・しめすへん、飠・しょくへん」

の漢字については、日本新聞協会の委員から意見が出され、結局「略字体を用いることを妨げない」という「⻌＝辶、礻＝⺬、飠＝⻞」の妥協案

が採用となった。これを「3部首許容」と呼ぶが、2010年の改訂常用漢字で新たな混乱を招く要因ともなった。

3.3　JIS X 0213:2004　「拡張新字体」から康熙字典体への回帰
「表外漢字字体表」への対応が課題となった日本規格協会は、調査の結果、JIS X 0208（JIS基本漢字）への「表外漢字字体表」の適用は

技術的に困難として断念し、JIS X 0213（JIS拡張漢字）のみを改正することになった。2004年に行われたこの改正で、第1水準の140字、第

2水準の28字の字形が変更され（さらに第3水準には新たに10字が追加され）、「表外漢字字体表」の1,022字と簡易慣用体22字がすべてJIS 

X 0213:2004に適用された。1983年にJIS X 0208に取り込まれた「拡張新字体」は、JIS X 0213:2004において「いわゆる康熙字典」に戻るこ

とになったのである。

この事実は、ほとんど60年前の1949年に告示された「当用漢字字体表」が多くの新字を作りだし、その影響によって数多くの「拡張新字体」

が生みだされ、さらに1983年にはJIS漢字がそれを取り入れたという玉突き現象を、2000年の「表外漢字字体表」の答申を機にできる限りリ

セットしようとしたとみることができよう。また、50年間近く「拡張新字体」を使用してきた新聞社にも新たな変化が起きた。2007年、朝日新聞
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社は約900字の表外漢字の字体を「表外漢字字体表」の康熙字典体に準拠することに方針を転換したのである。

「当用漢字表」における印刷字体と筆写字体の一致（漢字制限、字体の簡易化）の課題は、ここにいたって印刷字体の標準性に完全に重点

を移すことになった。これこそは、「文字を書く→筆写字体→拡張新字体」という時代から「文字を入力する→印刷字体→康熙字典体」という

時代へと、字体選択のスタイルがシフトした重要な転回点にほかならないだろう。以上がJIS漢字と「表外漢字字体表」を中心にまとめた21世

紀初頭の大まかな変遷である。

3.4　改訂常用漢字と許容字体
2010年、「常用漢字表」へ新たに196字の漢字が追加され、５字の漢字が削除された。結果、改訂前の1,945字から、差し引き191字増の

2,136字となった。この時、「表外漢字字体表」からは64字が追加された（例：鬱、餌、嘲、溺、剝、麺、籠など）。削除された5字（勺、錘、銑、

脹、匁）は人名用漢字に追加された。同年、JIS X 0213とJIS X 0208もこの改訂に呼応して改正された。

改訂「常用漢字表」に付された「基本的な考え方」においては、追加された字種における字体は「最も頻度高く使用されている字体」（＝「表

外漢字字体表」の「印刷標準字体」及び「人名用漢字字体」）を採用するとされている。そして改訂「常用漢字」はあくまでも目安であり、「表外

漢字字体表」の漢字（≒旧字体）が「常用漢字表」（≒新字体）内に入っても、字体は変更される必要がないとされた。これは「一般の文字生活

の現実を混乱させない」ためにという理由によるものだが、規範を示すという観点から見れば、完全にダブル・スタンダードになってしまってい

る。その結果、以前の「常用漢字表」の「通用字体」と異なるものが訂正「常用漢字表」に混在することとなった。その例は多岐にわたるが、特

に偏の「⻌と辶、飠と⻞」は混在が多い。具体的には「遜（遜）・遡（遡）・謎（謎）・餌（餌）・餅（餅）」の5字が問題となり、以前の「常用漢

字」では（ ）内の字体を用いるべきであるところを「許容字体」として認めつつ、新たに「辶、⻞」の旧字体を取り入れた。さらにしんにゅうの「⻌

/辶」の印刷字形の違いは、手書き文字においては「一点しんにゅう」で書くこととされた。「表外漢字字体表」でリセットできたかに思えた字体

の混乱は、こうして意外にも混迷の度を深めることになった。

それでは、以下の節で『60年史』に現れた具体例を取りあげ、漢字字体の「いま」を概観してみたい。

4.　『60年史』における漢字
4.1　『60年史』における漢字表記の原則
原則として、展覧会名の漢字字体についてはカタログ掲載の字体を用い、その際、旧字体については常用漢字の新字体に換え、表外漢字は

「印刷標準字体」を用いることとし、俗字は用いないこととした。展覧会解説についても同様であるが、展覧会評は発表時の旧字体を尊重して

残した場合がある。しかし、展覧会名に作家の氏名が冠せられている場合は、字体の扱いに苦慮した場合が多い。以下に人名を中心に具体

例を挙げるが、音符（発音）を同じくする漢字も適宜取りあげ、字体の諸相を（氷山の一角にすぎないが）概観できるようにした。少々読みづら

いかもしれないがご了承願いたい。なお印刷字体をめぐる叙述になるので「表外漢字字体表」ではなく「印刷標準字体」の語を使った。

4.2　「年史　1952-2012」における字体
■1956年：no.31「安井曾太郎遺作展」
カタログ・ポスターともに旧字の「曾」。新聞記事では新聞社によって「曾」と「曽」とが使い分けられている。また1967年：no.144b「安井

曽太郎の遺作」では、カタログでは「曾」、ポスターでは「曽」となっている。おそらく作家本人は「曾」の字体を用いていたのであろう。もっとも

「曽」の字体は古くからあり、平がなの「そ」は「曽」の草書体から、片かなの「ソ」は「曽」の上部から生まれたとされている。

「曽」は旧「常用漢字表」にはなかったが、2010年の訂正「常用漢字表」に採用された（なお層・僧・増・憎・贈など「曽」を音符にもつ漢字

はすでに常用漢字であった）。「曽」が常用漢字になるについては以下のような経緯がある。2002年、「曽良」という子どもへの命名が届け出ら

れたが、「曽」が常用漢字でも人名漢字でもなかったので受理されなかった。親が裁判所に不服を申し立て、2003年の最高裁判所判決で

「曽」の字は人名に用いてよいと認められた。こうして2004年、法務省は「曽」を人名用漢字に追加した。一方ですでに2000年には「曾」が印

刷標準字体であったものの（「曽」は簡易慣用体とされていた）、2010年の常用漢字の改訂の時点では「曽」がすでに人名用漢字になっていた

ため、例外的に「曽」が改訂「常用漢字表」に採用されたのである13）。

このような経緯があるので、今後は安井について「曽太郎」の字体表記が主流を占めることも、あるいは予想される。『60年史』では「安井曽

［曾］太郎」の形を索引で、解説文中では「安井曽太郎」を採用した。ちなみに、JIS X 0213:2004で「噌」は反対に康煕字典体準拠で「噌」に変

更された。
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■1972年：no.181「平櫛田中展」
カタログ・ポスターともに旧字体の「櫛」。ただし、新聞記事では「櫛」も見られる。「櫛」は常用漢字には含まれないが、「櫛」が印刷標準字

体である。別字形として「櫛」が正字とされる。JIS X 0213:2004で「櫛→櫛」に変更された康煕字典体準拠例のひとつ。

■1989年：no.299「髙山辰雄展」
カタログ・ポスターともに「髙」（はしごだか）を用いている。ただし、新聞記事では「高」。作家本人が「髙」の表記を望んでいたため、「高」

には書き換えなかった。

■1990：no.306「手塚治虫展」
カタログ・ポスターともに旧字体の「塚」。新字体「塚」は常用漢字に含まれる。作家本人が旧字体を望んでいたため「塚」とした。

■1996年：no.357「萬鐵五郎展」
「万」・「萬」は活字として昔から2種以上あったものだが、「万」が常用漢字になり、「萬」が旧字体とされた。「万鉄五郎」とすべて新字で表

記された時期もあったが、かえって読みにくく感じられたためか、現在は「萬鉄五郎」という表記が多く、附録の総索引ではこちらを用いた。

■1998：no.374「大辻清司写真実験室」　
ポスターや新聞記事では一点しんにゅう「辻」を用いる。「辻」は常用漢字には含まれない「国字」である。二点しんにゅう「辻」が印刷標準

字体に入ったため、JIS X 0213:2004で「辻」に変更された康煕字典体準拠例のひとつ。3部首許容の字体であり、一点しんにゅうの使用を妨

げるものではない。『60年史』では「辻」は平易な字体にもかかわらず二点しんにゅうを用いるのは不自然である考え、一点しんにゅうに統一し

た。現状では「常用漢字表」に含まれる漢字は一点しんにゅう、「表外漢字字体表」に含まれる漢字は二点しんにゅうで例示されているが、そ

の違いはあまり神経質に考えなくてもよいであろう。

4.3　『60年史』附録： CD-ROM「本館・工芸館企画展出品作家総索引（和）」における字体
■葛［葛］飾北斎
「葛」は訂正「常用漢字表」から含まれる。また、「喝・渇・褐」は旧「常用漢字表」から含まれていた。もともとJIS X 0208:1978では「葛」だっ

たが（ちなみに鷗も同様の変遷をたどる）、83年の改正で「葛」（鴎）になった。しかし2000年の印刷標準字体では「葛」（鷗）が採用され、この

字体がJIS X 0213:2004に取り込まれた。同2004年、「葛」は人名用漢字になり、2010年に常用漢字になる。『60年史』ではJIS X 0208の「葛」

とJIS X 0213:2004の「葛」を併記することにした。なお余談ながら、東京都の葛飾区は「葛」、奈良県の葛城市は「葛」を用いている14）。また

「葛」が印刷標準字体になった時、簡易慣用字体に「葛」は示されていない。  JIS X 0213はJIS X 0208を含む上位規格であるが、この「葛/葛」

の字体に関してはJIS X 0213とJIS X 0208とは互換性を失っている。

■神阪松涛［濤］
涛は常用漢字ではないが、「濤」が印刷標準字体である。JIS X 0208の第2水準に登録。ちなみに「寿」は常用漢字で、「壽」は旧字とされる。

なお、「禱・檮」も印刷標準字体であり、「禱」については「祷」が3部首許容の字形。一方、木偏の「檮」に対する「梼」は異体字とされる。

■徽［徽］宗
「徽」は常用漢字ではないが、「徽」が印刷標準字体である。そのためJIS X 0213:2004で「徽」の旁の「糸」の上に「一」が追加された。

■清水九兵衞（洋、裕詞、七代六兵衞）
「衛」は常用漢字である。「衞」は常用漢字「衛」の異体字で、人名用漢字として用いることが許容されている。

■小出楢［楢］重
「楢」は常用漢字ではないが、「楢」が印刷標準字体であるため、JIS X 0213:2004で「楢」に変更された。「酋」「猷」も印刷標準字体。「猶」

は常用漢字であり、「猶」は旧字とされる。
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■瀧［滝］口修造
「滝」は常用漢字である。明治期以前からすでに用いられていた簡体字であるが、「瀧」が旧字体とされた。ちなみに「籠」は印刷標準字体

になった後、2010年の訂正「常用漢字表」に掲載。「篭」は俗字とされた。

■高畠華宵
「宵」は常用漢字であり、「宵」はその旧字である。ほかに「肖」「硝」も常用漢字。ただし、同じ音符の「哨」「逍」「蛸」「屑」は印刷標準字体に

なった。

■土田麦僊
「僊」は常用漢字ではない。漢和字典では「僊」を正字として「僊」をその俗字・異体字として掲げる（旁の下部の違いに注意）。JIS漢字で

はこのふたつの字体を同じものとみなして「包摂」しており、このような微少な字形差は区別されていない。しかしJIS規格に対応してフォント制

作会社が定めた独自規格（例えばアドビシステムズ社のAdobe-Japan1シリーズ）では、このような字形差のある異体字を作り分けており、

OpenTypeフォントを使用すれば使い分けることができる。

ちなみに「遷」は常用漢字で一点しんにゅう。その旧字は小学館の『新選漢和字典第八版』では「 」①、三省堂の『漢辞海』では「遷」②、

大修館の『新漢語林』では「遷」③としており、すべて異なる。『明朝体活字字形一覧』を参照すると、「康熙字典体」では①を、ほか24種の活字

では①が14種、②が9種、③が1種となっている。字体差が定まらない漢字のほんの一例である。

■冨田溪［渓］仙
渓は常用漢字であり、「溪」はその旧字である。ちなみに「蹊」は印刷標準字体になった。「蹊」は筆写体の俗字。

■長沢芦［芦］雪
「蘆」は常用漢字ではないが、印刷標準字体になった。「芦」が新字体というわけではなく、「芦」は「蘆」の俗字とされる。印刷標準字体で

「芦」が簡易慣用体と例示されたため、JIS X 0213:2004で旁の「一」が「ノ」に変更された。JIS X 0213:2004の字体変更はほとんどが印刷標

準字体への変更だったが、「芦」の一字だけは簡易慣用字体の「芦」に換えられた。ちなみに最近は「蘆雪」より「芦雪」の表記が優勢のように

見受けられる。特に「長沢蘆雪」と表記すると「沢」と「蘆」の釣り合いが「新字＋旧字」にみえて不自然に感じる場合が多いようだ。

■稗［稗］田一穂
稗は常用漢字ではない。「卑」は常用漢字で「卑」が旧字。「碑」も常用漢字。ただし「稗」「牌」「脾」「痺」は印刷標準字体になり、旁が「稗」

と同じく旧字体を用いている。JIS X 0213:2004で「稗」に変更された。

■山口蓬［蓬］春
蓬は常用漢字ではないが、「蓬」「逢」が印刷標準字体になったため、JIS X 0213:2004で「蓬」「逢」と二点しんにゅうに変更された。

4.4　人名以外の字体
■1962年：no.94「近代の屛風絵」
カタログでは「屏」、ポスターでは「屛」となっている。「屏」は常用漢字ではない。「屛」が印刷標準字体になり、「屏」はその簡易慣用体とさ

れる。旧字と新字という関係ではないことに注意。ちなみに「幷」も印刷標準字体になり、「并」は同じく簡易慣用体とされる。「屛」「幷」はJIS 

X 0213:2004で新たに追加された10字のうちのふたつ。「姸」も追加された。なお、屛風と近い用語の「襖」も表外漢字字体表に含まれたため、

JIS X 0213:2004で「襖」の旁の「米」に「ノ」が追加された。

■註
「註」は常用漢字ではないが、「註」が印刷標準字体になったため、JIS X 0213:2004で「註」が追加された。旁の上が「`」の「註」は俗字とさ

れた。もともとは同音漢字による書き換えで「註」が「注」に書き変えられたものだが、最近は「註」の字体が多く用いられるように回帰している。
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4.5　結語
最近よく言われるようになったことに「漢字は書けないが読むことはできる」という話題がある。いつの間にか、漢字は書けないけれど選んで

読めればよいという意識が社会に広まっているようだ。そんな意識の下には、漢字を無理にやさしくしたり字数を制限するよりも、正しく選択で

きるスタンダードを確立したいという願望が隠されているように思える。そのような意識の変化に応じて、漢字字体に制度的変更が加えられて

きたのは、以上に見たとおりである。しかしながら、「常用漢字表」など一つの枠組みをスタンダードとして定めても、なにがしかの例外が必ず

残り、ときにはそれがJIS漢字において異なった矛盾をあぶり出し、それをまた次の漢字表改訂で解決した際、さらに新たな例外が起こるという

悪循環は延 と々続いている。漢字とはそのような自縄自縛的側面を有する異体字の大海原なのであり、人間が自然を制御できないように、漢

字をコントロールすることはおおよそ不可能であろう。そして漢字の大海で溺れないためには、各人が漢字に対してどのような「裡なるスタン

ダード」を持っているか、その自覚こそが、今後ますます重要になっていくのではないだろうか。
（たかはた・あつし　株式会社エディタス代表）

作成：2014年3月31日

註
1）高島『漢字と日本人』の「第四章　国語改革四十年」に漢字全廃運動の歴史が簡略に述べられている。また、倉島長正『国語100年』の「第一
部　〝国語審議会〟の歩んできた道」ではさらに詳しい国語政策の歴史が述べられている。
2）1716年に完成された時点での収録字数は49,030字。1827年に大幅な訂正がなされ、現在はこの訂正版が用いられている。日本で一般に入手で
きる版として、渡部温による『標註 訂正 康煕字典』が講談社から刊行されていたが、現在はながらく品切れ状態が続いている。
3）阿辻『漢字を楽しむ』、pp.124-129。
4）高島『漢字と日本人』、p.219。
5）安岡『新しい常用漢字と人名用漢字』、pp.101-102。
6)文部省『国語科学習指導法（表記編）』、pp.250-257。
7）前掲書、p.253。この発言の直前には以下のような部分がある。「活字体を例にとれば、活字そのものの特性に依存する独自的の約束がありま
して、これをもって筆写体を律するわけにはいきません。筆写体には、また筆写体の特異性に基く自由があります。このゆえに厳密に字体を論じま
すと、どの文字にも定まった型というのがなく、統一のないのがむしろその偽らざる姿であるともいわれそうであります」。字体問題を前にしてのこの
無力感の表明は正直な感想であろう。
8）JISの規格で定められた漢字表はあくまで「符号化漢字」の配分の指標であり、ある特定の書体が収納されているわけではない。実際には各フォ
ント制作会社がJIS規格に基づいた社内規格を決めて、各書体のフォントを製品化している。例えばアドビシステムズ社は、JIS X 0213:2004に対
応してAdobe-Japan 1-6という社内規格を定めている。このように、JIS規格に準拠した商品を作るには時間を要するため、JIS規格の制定時点とそ
れが一般に普及される時点との間には、当然のようにタイムラグがある。
9）安岡『文字符号の歴史─欧米と日本編─』、p.159。
10）『漢字問題と文字コード』所収の永瀬唯「漢字消費者に贈る弁」に詳しい経緯が述べられている。また批判されたユニコード関係者側からの回
顧談は、小林『ユニコード戦記』、pp.90-104に詳しい。
11）『漢字問題と文字コード』所収の直井靖「表外漢字字体表試案の読み方試論」のp184に、「表外漢字字体表」の適用範囲には新聞は含まれてい
るが書籍は含まれておらず、反対に「字体表」が文字調査のサンプルとして用いたのは、ほとんどが書籍で新聞は含まれていないという指摘がある。
12）『特集〈どのように「表外漢字字体表は答申されたか」〉』所収の輿水優「表外漢字字体表の意義」、p.7、及び比留間直和「新聞と表外漢字字
体」、pp.72-75。
13)文字研究会『新常用漢字の文字論」所収の安岡孝一「（新）常用漢字と人名用漢字と文字コード」pp.99-100。
14)前掲書、pp.104-107
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■ 1946年  内閣告示
当用漢字表

1850字制定

■1956年  国語審議会報告
同音の漢字による

書き換え

■ 1981年  内閣告示
常用漢字表

1945字制定

■2000年  国語審議会答申
表外漢字字体表
字体選択の拠り所とし
て1022字制定。
印刷標準字体

■1983年改正（第2次）
JIS X 0208：1983

新JIS漢字と呼ばれ、拡
張新字体を導入し混乱
を生じた

■2000年  日本規格協会
JIS X 0213：2000

第3水 準1249字。 第4
水準2436字。通称「JIS 
2000」。11,233 字。
JIS X 0208:1983で
字体が大きく変更された
29文字を修正

■2004年（第2次）
JIS X 0213：2004

通称「JIS2004」。
168字を拡張新字体か
ら、康熙字典体へ変更

■1978年  日本規格協会
JIS X 0208：1978

第1水準2965字
第2水準3384字
旧JIS漢字と呼ばれる
(旧JIS C 6226)

1978
日本語ワープロ発売

■1995年  日本規格協会
JIS X 0221：1995

Unicode対応。0208
含 む 全34,168字 で、
漢 字20,902字（CJK
統合漢字）を含む

1995
ウィンドウズ95発売

漢
字
の
制
限

　
　
　
　
　
　
　
　⇨
　
　
　
　
　
　
　
　漢
字
の
使
用
の
目
安

表記・アナログ系 符号・デジタル系
一般用漢字 新聞用漢字

■1956年  朝日新聞
拡張新字体

当用漢字表外の漢字にも
当用漢字の簡略化法を適
用する「拡張新字体」

新聞社の拡張新字体は
新JIS漢字と直接の関
係はないが、一致する字
体が多数あった。

■2007年　朝日新聞
拡張新字体の緩和
約900字の表外漢字の字
体を「表外漢字字体表」に
準拠するよう変更

日本新聞協会の要望
3部首許容

しんにゅう／しめすへん／
しょくへん）については、
印刷文字として「⻌、礻、
飠」の字形を許容する

■ 2010年  内閣告示
改訂常用漢字表
2136字制定

 1950

 1970

 1980

 1990

 2000

 2010

■1990年改正（第3次）
JIS X 0208：1990

人名用漢字別表に対応

■1997年改正（第4次）
JIS X 0208：1997

異体字が重複しないよ
うに包摂基準を定める

■2012年改正（第5次）
JIS X 0208：2012

2010年の常用漢字改
訂にあわせる

JIS基本漢字
7ビット及び8ビットの情報
交換用符号化漢字集合

JIS拡張漢字
7ビット及び8ビットの情報交換用

符号化拡張漢字集合

UCS
国際符号化文字集合

（UnicodeとISOの共同策定）

■2001年（第2次）
JIS X 0221-1：2001
全49,194字を収録。
漢字27,484字（CJK
統合漢字拡張Aを追加）

■2007年（第3次）
JIS X 0221-1：2007
全96,447字となり、漢
字70,195字（CJK統
合漢字拡張Bを追加）

■2012年（第3次）
JIS X 0213：2012

2010年の常用漢字改
訂にあわせる

1998
日本文藝家協会主催「漢
字を救え！　文字コード問
題を考えるシンポジウム」

JIS X 0208 JIS X 0213 JIS X 0221
■ 1949年  内閣告示
当用漢字字体表

表1　年表：漢字字体に関する60年の変遷


